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賛賛賛賛助会員助会員助会員助会員・・・・機関誌購読機関誌購読機関誌購読機関誌購読等等等等でごでごでごでご協力頂協力頂協力頂協力頂いているいているいているいている皆皆皆皆さまへさまへさまへさまへ    

 

一般財団法人箕面市障害者事業団に対しまして、日ごろより多大なご支援・ご協力を賜

り、厚くお礼申し上げます。 

 当事業団では、職員が日々の業務を通して培った理論等を当事業団ならではの視点でま

とめ、「障害者事業団だより」特別号として、発刊致しております。是非ご一読頂き、ご

意見等をお寄せ頂きますと、幸甚に存じます。 

障害者を取り巻く社会状況としましては、平成２５年（2013 年）４月から、１５年ぶり

に企業の障害者の法定雇用率が民間企業はこれまでの 1.8％から 2.0％へ引き上げになり

ます。国、地方公共団体などは 2.1％から 2.3％へ、都道府県等の教育委員会は 2.0％から

2.2％へそれぞれ引き上げになります。 

障害のある人が社会で活躍する機会を更に増やしていくチャンスであり、このタイミン

グを生かした支援ができればと考えています。 

皆さま方におかれましては、今後とも当事業団に対する相変わらぬご支援・ご協力を願

い申し上げ、はなはだ簡単ではございますが、特別号発刊にあたってのご挨拶とさせて頂

きます。 

 一般財団法人箕面市障害者事業団 理事長 尾池 良行 
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KSKQKSKQKSKQKSKQ    特別号特別号特別号特別号    

目目目目    次次次次    

一般財団法人箕面市障害者事業団全体研修(2012 年 11 月 16 日)から 

障害者をとりまく歴史の変遷【障害者観の変化】と、虐待防止法について 

常務理事 兼 事務局長 栗原 久 

トレーニングから就労へ 

～雇用支援センターとジョブコーチの連携の実際～ 

就労支援課（箕面市障害者雇用支援センター） 武内 将仁 

職業的重度障害者雇用における高齢化へのサポート 

～事業団の雇用現場から発信する 第２弾～ 

事業課 野村 達也 

ライプラまつりにおける「みのおライフプラザ」活性化への取り組み 

                    総務課 兼 事業課 濵元 信孝    

編集後記                                      

 

 

 

２２２２    

    

    

    ８８８８    

    

    

１２１２１２１２    

    

１６１６１６１６    

    

２０２０２０２０    



ＫＳＫＱ（障害者事業団だより 特別号） 第３種郵便物認可 通巻 7522 号 2013 年 2 月 27 日発行 

 2 

 

    

    

    

    

    

    

    

平成平成平成平成 24242424 年年年年（（（（2012201220122012 年年年年））））10101010 月月月月 1111 日日日日、「、「、「、「障害者虐待障害者虐待障害者虐待障害者虐待のののの防止防止防止防止、、、、障害者障害者障害者障害者のののの養護者養護者養護者養護者にににに対対対対するするするする支援等支援等支援等支援等

にににに関関関関するするするする法律法律法律法律（（（（以下以下以下以下「「「「障害者虐待防止法障害者虐待防止法障害者虐待防止法障害者虐待防止法」」」」というというというという。）」。）」。）」。）」がががが施行施行施行施行されたされたされたされた。。。。箕面市箕面市箕面市箕面市ではではではでは、、、、野澤和野澤和野澤和野澤和

弘氏弘氏弘氏弘氏（（（（毎日新聞論説委員毎日新聞論説委員毎日新聞論説委員毎日新聞論説委員））））のののの講演会講演会講演会講演会がががが、、、、平成平成平成平成 24242424 年年年年（（（（2012201220122012 年年年年））））11111111 月月月月 2222 日日日日にににに開催開催開催開催されたがされたがされたがされたが（（（（団団団団

体主催体主催体主催体主催）、）、）、）、当事業団当事業団当事業団当事業団のスタッフみんながのスタッフみんながのスタッフみんながのスタッフみんなが参加参加参加参加できたわけではないできたわけではないできたわけではないできたわけではない。。。。    

    そこでそこでそこでそこで毎年行毎年行毎年行毎年行っているっているっているっている全体研修全体研修全体研修全体研修のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして、、、、このこのこのこの虐待防止法虐待防止法虐待防止法虐待防止法をテーマにをテーマにをテーマにをテーマに、、、、私私私私からからからから話話話話をををを

させてもらったさせてもらったさせてもらったさせてもらった。。。。このこのこのこの原稿原稿原稿原稿はははは、、、、そのときのそのときのそのときのそのときの内容内容内容内容にににに沿沿沿沿っっっってててて、、、、要点要点要点要点をををを記載記載記載記載（（（（一部加筆一部加筆一部加筆一部加筆））））したもしたもしたもしたも

のであるのであるのであるのである。。。。論文論文論文論文とはいえないスタイルでありとはいえないスタイルでありとはいえないスタイルでありとはいえないスタイルであり、、、、またあえてまたあえてまたあえてまたあえて口語体口語体口語体口語体でででで記記記記しているがしているがしているがしているが、、、、特別号特別号特別号特別号

にににに掲載掲載掲載掲載しししし記録記録記録記録としたいとしたいとしたいとしたい。。。。小見出小見出小見出小見出しはしはしはしは、、、、当日当日当日当日のレジュメをのレジュメをのレジュメをのレジュメをそのままそのままそのままそのまま活活活活かしているかしているかしているかしている。。。。    

 

はじめにはじめにはじめにはじめに        

 今日のテーマについて、まず説明しておきたい。障害者虐待防止法が 10 月からスター

トしたのは知っていると思うが、今日は、法律の内容もさることながら、この法律ができ

るまでのことを話したい。といっても、短いスパンではない。そもそも我が国において、

障害者を取り巻く歴史、特に制度がどのように変遷してきたのか、そしてそのことと密接

に係わり合いのある、障害者観はどう変わってきたのかをみていきたい。 

また、最後に、考えて欲しいことが２つある。実は、障害者虐待防止法ができるきっか

けになった事件が、１９９０年代に頻発・発覚したのだが、このことの背景を、今日の話

を聞いた上で、自分なりに考えてみて欲しい。そしてもう一点、私たちが問われているこ

とについても見つめてみたい。次の点について、研修レポートに書いてもらえればと思う。 

 

 

 

 

 

１１１１．．．．明治明治明治明治・・・・大正時代大正時代大正時代大正時代やそれやそれやそれやそれ以前以前以前以前のののの障害者障害者障害者障害者のののの置置置置かれたかれたかれたかれた状況状況状況状況とはとはとはとは    

 障害者がどんな風に生きてきたか、記録に残っているものは決して多くないが、「『孤独』

と『放置』の精神史～障害者たちの『近世』・年表編（生瀬克己著、昭和 58 年（1983 年）、

千書房）」には、次のような記述がある。 

 「右の史料は明治期のものであるが、未だ、明治も１０年代のことであるから、事情は

近世におけるものと大同小異であると考えてもよかろう。（中略）右の史料がしめす現実

を一言でいうと、次のようになる。一家の働き手が障害者になるということは、一家にと

っては生活手段の喪失を意味し、それは場合によっては、餓死をまねくことにもなりかね

ないということである。」 

 「右の史料」とは、明治 7 年（1874 年）に我が国初の救貧制度である恤救規則（じゅっ

（（（（１１１１））））    何故何故何故何故、、、、１９９０１９９０１９９０１９９０年代年代年代年代にににに、、、、障害者虐待事件障害者虐待事件障害者虐待事件障害者虐待事件がががが頻発頻発頻発頻発（（（（発覚発覚発覚発覚））））したのだろうかしたのだろうかしたのだろうかしたのだろうか？？？？    

（（（（２２２２））））    私私私私たちたちたちたち、、、、障害者障害者障害者障害者とととと共共共共にににに働働働働いたりいたりいたりいたり、、、、障害者障害者障害者障害者のののの企業就労支援企業就労支援企業就労支援企業就労支援をしているをしているをしているをしている立場立場立場立場のののの

者者者者はははは何何何何がががが問問問問われているのだろうかわれているのだろうかわれているのだろうかわれているのだろうか？？？？    

 

一般財団法人一般財団法人一般財団法人一般財団法人    箕面市障害者事業団全体研修箕面市障害者事業団全体研修箕面市障害者事業団全体研修箕面市障害者事業団全体研修(2012(2012(2012(2012 年年年年 11111111 月月月月 16161616 日日日日))))からからからから    

障害者障害者障害者障害者をとりまくをとりまくをとりまくをとりまく歴史歴史歴史歴史のののの変遷変遷変遷変遷【【【【障害者観障害者観障害者観障害者観のののの変化変化変化変化】】】】

とととと、、、、虐待防止法虐待防止法虐待防止法虐待防止法についてについてについてについて    

常務理事 兼 事務局長 栗原

くりはら

 久

ひさし
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きゅうきそく）に関連したものだが、障害者の置かれた厳しい現実が如実に描かれている。

また明治 33 年（1900 年）には、精神病者監護法という法律ができるが、これは、精神障

害者の私宅監置、いわゆる座敷牢を認めた内容だ。このことに関連して、当時東大教授だ

った呉秀三博士が次のように言った言葉は有名だ。 

 「我が邦十何万の精神病者は実にこの病を受けたるの不幸のほかに、この邦に生まれた

るの不幸を重ぬるというべし」 

 

２２２２．．．．第二次世界大戦中第二次世界大戦中第二次世界大戦中第二次世界大戦中のののの障害者障害者障害者障害者とととと終戦後終戦後終戦後終戦後のののの混乱期混乱期混乱期混乱期    

 時代を下って、第二次世界大戦時。戦争中の障害者の実態をよく表すフレーズとして、

「号令もサイレンも聞こえなかった ～ろうあ者の戦争体験（昭和 63 年（1988 年）、NHK

にて放映）」がある。コミュニケーションが保障されない中で、生命さえも脅かされた体

験談が語られている。 

一方、戦争が終わって、次々と障害者関係の福祉法制度が誕生した。昭和 22 年（1947

年）に児童福祉法が成立するが、終戦の混乱期における孤児対策を機に、児童福祉全般を

カバーするものだった。また大人の身体障害者を対象にした身体障害者福祉法が昭和 25

年（1950 年）にスタートする。ＧＨＱによる傷痍軍人への優遇措置打ち切りに伴い、傷痍

軍人が路頭に迷うことになったが、そうした背景や、へレンケラー氏の来日などで気運が

高まった結果だった。しかし、設立当初の身体障害者福祉法は、対象者を「職業能力が損

傷されている」視点から規定しており、重度障害者はその範疇に入っていなかった。 

また、この時期、昭和 21 年（1946 年）には、滋賀県に近江学園が誕生するが、創設者

の糸賀一雄氏が訴えた「この子らを世の光に」は、「この子らに世の光を」ではなく、障

害児自身を主体としてみる価値観の転換とも言うべきものだった。 

 

３３３３．．．．高度経済成長期高度経済成長期高度経済成長期高度経済成長期からオイルショックのからオイルショックのからオイルショックのからオイルショックの頃頃頃頃までまでまでまで    

    1960 年代に入ると、精神薄弱者福祉法（現・知的障害者福祉法、昭和 35 年（1960 年））、

身体障害者雇用促進法（現・障害者雇用促進法、同年）と法制定が相次ぎ、昭和 45年（1970

年）には、個別障害者法の施策の基本を示す心身障害者対策基本法ができる。よくカタロ

グ法とも言われるように、具体性に乏しい面があったが、この基本法によって、現在の障

害者法制度の大枠は出来上がった。 

 しかし、今日のテーマでもある「障害者観」、つまり障害者を法的にどう規定している

かは、その後、幾度かの変遷を経ることになる。昭和 45 年（1970 年）の心身障害者対策

基本法は、「この法律において『心身障害者』とは、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、

平衡機能障害、音声機能障害若しくは言語機能障害、心臓機能障害、呼吸器機能障害等の

固定的臓器機能障害又は精神薄弱等の精神的欠陥（以下「心身障害」と総称する。）があ

るため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。」と定義し

た。条文中に「欠陥」という文言が入っている点、当時の障害者への見方がうかがえる。 

 その後、平成 5年（1993 年）に、同法は障害者基本法に改正され、「この法律において、

『障害者』とは、身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社

会生活に相当な制限を受けるものをいう。」と定義も変わった。制定時の制限列挙的な書

きぶり（しかも精神障害は入っていなかった）が、いわゆる三障害に集約されるようにな

った。そして平成 23 年（2011 年）の改正では、次のように定義が変わった。法律に「社

会的障壁」、いわゆるバリアという概念が入り、「社会的障壁」の意味として単に物理的な

バリアだけでなく制度や慣行なども挙げている点、障害者観の質的変化があったといえる。 
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４４４４．．．．国際障害者年国際障害者年国際障害者年国際障害者年のののの高高高高まりからまりからまりからまりから制度制度制度制度のののの充実充実充実充実、、、、高齢社会高齢社会高齢社会高齢社会(14%)(14%)(14%)(14%)からからからから超高齢社会超高齢社会超高齢社会超高齢社会(21%)(21%)(21%)(21%)のののの幕開幕開幕開幕開けけけけ    

    時代を戻って、昭和 56 年（1981 年）の国際障害者年。前年にＷＨＯ（世界保健機構）

が提唱した「国際障害分類（ＩＣＩＤＨ）」は、後に不十分さが国際的な批判も受け、平

成 13 年（2001 年）の「国際生活機能分類（ＩＣＦ）」に生まれ変わるが、1981 年当時は、

斬新な考え方だった。昭和 54 年（1979 年）から自分自身が障害者問題に関わり出したの

で、「国際障害分類（ＩＣＩＤＨ）」の先進性は、リアルな記憶としても残っている。 

 

 

  

国際障害分類（ＩＣＩＤＨ）とは、上図のとおり、障害を、医学レベルでのインペアメ

ント（例：視神経に損傷がある）、能力レベルでのディスアビリティ（例：印刷した文字

が読めない、読みにくい）、社会レベルでのハンディキャップ（例：就職できない）に分

けて考えようというものだった。しかし、視覚障害があるからと言って、就職できないわ

けではなく、むしろその障害者を取り巻く環境こそ問われるという考えに、その後、発展

していった。そして打ち出されたのが、国際生活機能分類（ＩＣＦ、次頁の図）だが、そ

の特徴は、次のように整理できる。 

① 英語圏の表現だが、「障害」について、否定的イメージのある用語（im や dis とい

った否定の接頭辞がついている）から中立的なものに改めたこと、② 障害者が活動に制

限を受けたり、社会参加が制約されるのは、取り巻く環境、環境因子との関係に影響され

ること、③ 国際障害分類（ＩＣＩＤＨ）では、左から右への一方向だった矢印が、すべ

ての要素間において双方向に書かれた、つまり相互に影響しあっていることを示したこと、

④ 以上の考え方は、障害者のみならず、社会的に生きにくさを抱える全ての人（例：高

齢者、妊産婦など）に共通するものであること。 

この国際的な障害者観、障害観の変遷、発展が我が国の法制度に与えた影響は大きいと

考える。先の障害者基本法における障害や社会的障壁の定義も、ＷＨＯが提唱した国際生

障害者基本法障害者基本法障害者基本法障害者基本法（（（（定義定義定義定義））））        

第二条第二条第二条第二条        このこのこのこの法律法律法律法律においてにおいてにおいてにおいて、、、、次次次次のののの各号各号各号各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる用語用語用語用語のののの意義意義意義意義はははは、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ当該各号当該各号当該各号当該各号にににに定定定定

めるところによるめるところによるめるところによるめるところによる。。。。        

一一一一        障害者障害者障害者障害者    身体障害身体障害身体障害身体障害、、、、知的障害知的障害知的障害知的障害、、、、精神障害精神障害精神障害精神障害（（（（発達障害発達障害発達障害発達障害をををを含含含含むむむむ。）。）。）。）そのそのそのその他他他他のののの心身心身心身心身のののの機能機能機能機能

のののの障害障害障害障害（（（（以下以下以下以下「「「「障害障害障害障害」」」」とととと総称総称総称総称するするするする。）。）。）。）があるがあるがあるがある者者者者であつてであつてであつてであつて、、、、障害及障害及障害及障害及びびびび社会的障壁社会的障壁社会的障壁社会的障壁によりによりによりにより

継続的継続的継続的継続的にににに日常生活又日常生活又日常生活又日常生活又はははは社会生活社会生活社会生活社会生活にににに相当相当相当相当なななな制限制限制限制限をををを受受受受けるけるけるける状態状態状態状態にあるものをいうにあるものをいうにあるものをいうにあるものをいう。。。。        

二二二二        社会的障壁社会的障壁社会的障壁社会的障壁    障害障害障害障害があるがあるがあるがある者者者者にとつてにとつてにとつてにとつて日常生活又日常生活又日常生活又日常生活又はははは社会生活社会生活社会生活社会生活をををを営営営営むむむむ上上上上でででで障壁障壁障壁障壁となるとなるとなるとなる

ようなようなようなような社会社会社会社会におけるにおけるにおけるにおける事物事物事物事物、、、、制度制度制度制度、、、、慣行慣行慣行慣行、、、、観念観念観念観念そのそのそのその他一切他一切他一切他一切のものをいうのものをいうのものをいうのものをいう。。。。        
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活機能分類（ＩＣＦ）に通じるものがある。また、虐待問題を考えるとき、ＩＣＦのいう

「環境因子」には、私たち支援する立場の者の「態度」も含まれている点、その内容如何

では、障害者の活動や社会参加が促進されるどころか、逆に阻害されてしまう点にも、思

いを馳せておきたい。 

 

 

また、国際障害者年（1981 年）以降の日本は、世界に類を見ない超高齢社会への道を進

む姿とも重なる。高齢化社会（高齢化率７％）＝昭和 55 年（1970 年）、高齢社会（同１４％）

＝平成 7 年（1995 年）、超高齢社会（同２１％）＝平成 19 年（2007 年）という流れだ。

こうした流れの中で、「計画に基づく福祉の時代」とも言える１９９０年代が幕開ける。

昭和 64 年（1989 年）のゴールドプランを皮切りに、児童、障害者分野でも、５年、１０

年単位の計画作りが国・地方を問わず求められるようになってくる。 

 

５５５５．．．．介護保険法介護保険法介護保険法介護保険法などなどなどなど措置措置措置措置からからからから契約契約契約契約のののの時代時代時代時代へへへへ、、、、一方一方一方一方でででで頻発頻発頻発頻発するするするする障害者虐待事件障害者虐待事件障害者虐待事件障害者虐待事件（（（（施設施設施設施設・・・・会社会社会社会社））））    

 高齢社会への突入は、平成 6 年（1994 年）のハートビル法、平成 12年（2000 年）の交

通バリアフリー法の成立が象徴していると思う。車イス利用者とともに、駅で大声を出し

て乗客の人たちを呼びとめ、一緒に階段を登った 1980 年代を思い起こすと、やはり隔世

の感がある。同時に、人々の心のバリアフリーはどこまで進んだのかが気になるが、これ

が今日のテーマでもある。 

 高齢社会は物理的なバリアフリー社会を呼び寄せたが、一方で福祉の対象を一部の人か

ら、すべての人へと拡大することになった。そうなると、それまで行政が「福祉の対象」
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として措置してきた仕組みが、時代に合わなくなった。福祉も契約の対象になり、費用を

払う時代が来た。もちろん、今でも措置の仕組みは残っているが、基本はサービスを購入

する契約の時代に移行した。このこともあって、平成 12 年（2000 年）の介護保険法施行

に合わせて、民法が改正され、成年後見制度がスタートする。 

 さて、この時期、つまり 1990 年代に、障害者虐待事件が頻発・発覚する。既によく知

られているものとして、滋賀サングループ事件や水戸アカス事件といった障害者を多数雇

用している会社での年金横領や、様々な虐待。また障害者施設でも介護放棄や暴力事件が

おき、中には「指導方針」に体罰を堂々と掲げた施設もあった。 

 他方、この時代の最後、平成 11 年（1999 年）には、障害者観の変遷を象徴する大きな

出来事もあった。精神薄弱者福祉法が、知的障害者福祉法に変わったのだ。この背景には

知的障害者たち自身が声を上げ、「精神薄弱者」と呼ばれたくないと主張したことがある。 

 

６６６６．．．．21212121 世紀世紀世紀世紀＝＝＝＝人権人権人権人権のののの時代時代時代時代のののの始始始始まりまりまりまり、、、、各虐待防止法等各虐待防止法等各虐待防止法等各虐待防止法等のののの施行施行施行施行やややや、、、、新新新新たなたなたなたな障害概念障害概念障害概念障害概念のののの登場登場登場登場などなどなどなど    

 1990 年代に頻発した障害者虐待事件、そして 2000 年以降、障害者以外の分野において

相次いで制定された虐待防止法の動向も受け、障害者虐待防止法が成立した（下表）。 

 公布日公布日公布日公布日    施行日施行日施行日施行日    虐待虐待虐待虐待のののの定義定義定義定義    備考備考備考備考    

児童虐待防児童虐待防児童虐待防児童虐待防

止法止法止法止法    

    *1,2,3*1,2,3*1,2,3*1,2,3    

2000/ 

5/24 

2000/ 

11/20 

身 体 的 暴

行 

育 児 放

棄・放置 

(ﾈｸﾞﾚｸﾄ) 

心理的

虐待 

性 的

虐待 

 家庭 

施設等 

ＤＶＤＶＤＶＤＶ防止法防止法防止法防止法    

*4*4*4*4    

2001/ 

4/13 

2001/ 

10/13 

身 体 的 暴

力 

 精神的

暴力 

性 的

暴力 

  

高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待

防止法防止法防止法防止法    

*5*5*5*5    

2005/ 

11/9 

2006/ 

4/1 

身 体 的 暴

行 

介 護 放

棄・放置 

(ﾈｸﾞﾚｸﾄ) 

心理的

虐待 

性 的

虐待 

経 済

的 虐

待 

家庭 

施設等 

障害者虐待障害者虐待障害者虐待障害者虐待

防止法防止法防止法防止法    

*6*6*6*6    

2011/ 

6/24 

2012/ 

10/1 

身 体 的 暴

行・拘束 

介 護 放

棄・放置 

(ﾈｸﾞﾚｸﾄ) 

心理的

虐待 

性 的

虐待 

経 済

的 虐

待 

家庭 

施設 

事業所等 

*1*1*1*1    児童虐待防止法児童虐待防止法児童虐待防止法児童虐待防止法＝＝＝＝児童児童児童児童のののの虐待虐待虐待虐待のののの防止等防止等防止等防止等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律    

*2 *2 *2 *2 戦前戦前戦前戦前、、、、昭和昭和昭和昭和 8888 年年年年（（（（1933193319331933 年年年年））））制定制定制定制定のののの児童虐待防止法児童虐待防止法児童虐待防止法児童虐待防止法はははは戦後戦後戦後戦後、、、、児童福祉法児童福祉法児童福祉法児童福祉法にににに統合統合統合統合されたされたされたされた。。。。    

*3 *3 *3 *3 児童施設児童施設児童施設児童施設におけるにおけるにおけるにおける虐待防止虐待防止虐待防止虐待防止はははは、、、、平成平成平成平成 20202020 年年年年（（（（2008200820082008 年年年年））））のののの児童福祉法改正児童福祉法改正児童福祉法改正児童福祉法改正でもでもでもでも規定規定規定規定されたされたされたされた。。。。    

*4 *4 *4 *4 ＤＶＤＶＤＶＤＶ防止法防止法防止法防止法＝＝＝＝配偶者配偶者配偶者配偶者からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力のののの防止及防止及防止及防止及びびびび被害者被害者被害者被害者のののの保護保護保護保護にににに関関関関するするするする法律法律法律法律    

*5 *5 *5 *5 高齢者虐待防止法高齢者虐待防止法高齢者虐待防止法高齢者虐待防止法＝＝＝＝高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待のののの防止防止防止防止、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの養護者養護者養護者養護者にににに対対対対するするするする支援等支援等支援等支援等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律    

*6 *6 *6 *6 障害者虐待防止法障害者虐待防止法障害者虐待防止法障害者虐待防止法＝＝＝＝障害者虐待障害者虐待障害者虐待障害者虐待のののの防止防止防止防止、、、、障害者障害者障害者障害者のののの養護者養護者養護者養護者にににに対対対対するするするする支援等支援等支援等支援等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律    

 

21 世紀に入ってからは、もう一つ大きな動きがある。平成 20年（2008 年）の障害者権

利条約発効だ。日本は平成 19 年（2007 年）に署名をしているが、まだ批准はしていない。

批准に向け国内法を整備することもめざし、平成 22 年（2010 年）に障がい者制度改革推

進会議が作られ、総合福祉部会に倉田哲郎箕面市長が委員として参加した。 

また、障害概念の拡大として、平成 16 年（2004 年）の障害者基本法改正では、てんか

ん・自閉症・難病の方の問題が附帯決議された。平成 17 年（2005 年）には発達障害者支

援法が施行され、障害者自立支援法後の障害者総合支援法（平成 25 年（2013 年）4 月施

行）では、障害福祉サービスの対象に難病の方も含むこととなった。平成 18 年（2006 年）

にはハートビル法と交通バリアフリー法が一緒になって、バリアフリー新法が出来たが、
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新法では、それまで身体障害者に限定していた対象を障害者全般に広げ、また「心のバリ

アフリー」についても新たに規定することになった。 

 

おわりにおわりにおわりにおわりに    

 さて、こうして振り返ってみると、障害者を取り巻く法制度は、「『孤独』と『放置』」

から、第二次大戦以降、大きく前進・充実してきたことは間違いない。しかし、障害を個

人の問題としてみるのではなく、環境との関係でとらえる障害観は、ようやくここ１、２

年で基本法等に反映されてきたのではないか。確かに、人の意識は、法制度が変わったか

らといって、いきなり切り替わるものではない。むしろ、社会のあり方、障害のあるなし

にかかわらず共生して行く世の中の方向性を指し示すものとして、活用していきたい。 

 戦後障害者福祉を駆け足で見てきたが、制度の充実は、量的な拡大、施策の裾野を拡げ

ることにもつながる。そのことが何を意味するか。高い志をもって、障害者福祉を創り上

げてきた、ごくごく少数の先駆者の時代から、より幅広い人が関わる、また関わらないと

制度が維持できない時代に変わってきたと言え、これからますますその傾向は強まる。 

 1990 年代、何故、障害者虐待事件が頻発・発覚したか、私は次のように考える。一つに

は、今言ったように、裾野が拡がる中で、障害者福祉や雇用に関与する人の層が拡大して

きたが、その質はというと、「人権感覚を疑わざるを得ない人たち」の行為への社会的な

対応が余りにもなされないままにきたのではないかということ。また二つ目には、これは

「発覚」に関わることだが、精神薄弱者福祉法から知的障害者福祉法への改正が物語るよ

うに、障害者、特に知的障害者等が自ら声を上げ、それを支援する人たちの輪が拡がって

いったこと（声に出すこともできず、出しても受けとめられなかった被害者が多数いるこ

とも忘れてはならないが）。そして三つ目には、「福祉＝施し」という古い感覚の時代（当

時の意識を引きずっているが故に起こった虐待事件もあるだろう）には見過ごされてきた、

この種の事象についてマスコミが積極的に取り上げるようになったこと、である。 

 福祉の裾野の拡大と質の問題、当事者自身や支援者の声、それらを伝える報道等が相ま

って、1990 年代の障害者虐待事件の頻発、正確には発覚が起きたのではないか、そのよう

に考える。そして、こうした歴史から私たちは何を学ぶのかも考えたい。野澤和弘さんが

お話された印象的な言葉を紹介する。「連続性の錯覚」という言葉だ。虐待している側は、

場合によってはされている側も、日々の連続性の中では、やっていることのひどさに気づ

かないままにエスカレートしていく危険性を指摘されていた。そうならないためにも、ま

ずは、透明性の高い組織をめざしたい。また、仕事への自負は大切だが、常に自分を見つ

め直す謙虚さも持ち、自分たちも、いつ虐待してしまう側に回っているかも知れないとい

う、「危うさ」を持っていることを自覚しておきたい。特に、障害当事者を支援するツー

ルとしての「専門性」が、逆の機能に陥ってしまってはいないか、自戒も込めて振り返っ

てみたい。その際、今日のテーマでもある「障害者観」、つまり障害のある人に対する自

分たちの見方・意識が常に問われていることも肝に銘じておきたい。 

 冒頭の最初の２つの質問について、できるだけ多くの人から意見を聞きたいと思う。事

業団のみんなはどんな風に考えるか、教えて欲しい。 

 ＊＊＊＊    文中文中文中文中、「、「、「、「人権感覚人権感覚人権感覚人権感覚をををを疑疑疑疑わざるをわざるをわざるをわざるを得得得得ないないないない人人人人たちたちたちたち」」」」とととと書書書書いたがいたがいたがいたが、、、、障害者虐待障害者虐待障害者虐待障害者虐待がががが決決決決してしてしてして一部一部一部一部のののの

特別特別特別特別なななな人人人人だけによってだけによってだけによってだけによって起起起起こされこされこされこされたのたのたのたのではなくではなくではなくではなく、、、、私私私私たちたちたちたち社会全体社会全体社会全体社会全体もももも直接直接直接直接・・・・間接間接間接間接にににに関関関関わっているこわっているこわっているこわっているこ

とととと。。。。またまたまたまた当事者当事者当事者当事者のののの訴訴訴訴えがえがえがえが当初当初当初当初、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関によってによってによってによって全全全全くくくく相手相手相手相手にされなかったにされなかったにされなかったにされなかった事実事実事実事実。。。。このこのこのこの 2222 点点点点にににに

ついてはついてはついてはついては特特特特にににに意意意意にににに留留留留めておきたいめておきたいめておきたいめておきたい。。。。障害者虐待防止法障害者虐待防止法障害者虐待防止法障害者虐待防止法第第第第 3333 条条条条（（（（障害者障害者障害者障害者にににに対対対対するするするする虐待虐待虐待虐待のののの禁止禁止禁止禁止）、）、）、）、

第第第第 4444 条条条条（（（（国及国及国及国及びびびび地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの責務等責務等責務等責務等）、）、）、）、第第第第 5555 条条条条（（（（国民国民国民国民のののの責務責務責務責務）、）、）、）、第第第第 6666 条条条条（（（（障害者虐待障害者虐待障害者虐待障害者虐待のののの早期早期早期早期

発見等発見等発見等発見等））））他他他他のののの条文条文条文条文はははは、、、、事件事件事件事件へのへのへのへの痛苦痛苦痛苦痛苦なななな反省反省反省反省にににに基基基基づいているものであるとづいているものであるとづいているものであるとづいているものであると、、、、改改改改めてかみしめためてかみしめためてかみしめためてかみしめた。。。。
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１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに    

本文では、箕面市障害者雇用支援センター（以下、雇用支援センター）におけるトレー

ニングを活かすための、トレーニング担当者とジョブコーチ担当者の連携について、その

実際とポイントを、具体的な事例をもとに紹介する。 

 雇用支援センターは、障害者自立支援法に基づく就労移行支援事業所である。就労移行

支援事業所は、一般就労を希望する障害者が、就労するためのトレーニングを行う施設で

ある。期限は最長２年間と決まっており、その期間内での就労を目指す。訓練内容は、軽

作業や清掃などの作業を通して、仕事に必要な体力や集中力を養うことであり、また、挨

拶や報告、質問などの職場において必要なマナーや対人スキルを身につけるプログラムも

行っている。さらに、より実際の就労に近い環境を体験するために、グループでの企業内

作業や、単独での職場実習の機会を提供している。支援者はこれらのプログラムを通して、

当該障害者の得意、不得意なことを見極め、職場で力を発揮するために必要な個別の課題

への手立てを見出していく。(図１左側) 

一方、ジョブコーチは、障害者が就労した後に、就労する障害者と職場の間に立ち、障

害者が安定して働けるように、職場内外での支援を行う。具体的には、職場内での職務の

設計の助言から始まり、実際の職務の指導、企業の担当者への助言や援助の依頼など、さ

まざまな支援を行う。ジョブコーチという言葉は、職場適応援助者と呼ばれる国の制度に

基づく支援者を指す場合と、一般就労した障害者の支援を行う支援者全般を指す場合があ

る。今回は、後者を指す言葉として、ジョブコーチという言葉を用いる（図１右側）。ジ

ョブコーチ支援は、雇用支援センターのスタッフが行うこともあるが、連携している支援

機関のスタッフが行うこともある。 

 

 

 

ジョブコーチ 

箕面市障害者雇用箕面市障害者雇用箕面市障害者雇用箕面市障害者雇用センターセンターセンターセンター    

（（（（トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング））））    

    

作業作業作業作業やややや清掃清掃清掃清掃のののの練習練習練習練習    

体力作体力作体力作体力作りりりり    

あいさつ・マナーあいさつ・マナーあいさつ・マナーあいさつ・マナー    

企業企業企業企業でのグループでのグループでのグループでのグループ作業作業作業作業    

企業企業企業企業でのでのでのでの実習実習実習実習    

個別課題個別課題個別課題個別課題へのへのへのへの手立手立手立手立てててて    

就労先企業就労先企業就労先企業就労先企業    

企業企業企業企業    

就職就職就職就職    
相談相談相談相談                            支援支援支援支援・・・・助言助言助言助言    

相談相談相談相談                            提案提案提案提案・・・・依頼依頼依頼依頼    

トレーニングからトレーニングからトレーニングからトレーニングから就労就労就労就労へへへへ    

～～～～雇用支援雇用支援雇用支援雇用支援センターとジョブコーチのセンターとジョブコーチのセンターとジョブコーチのセンターとジョブコーチの連携連携連携連携のののの実際実際実際実際～～～～    

就労支援課（箕面市障害者雇用支援センター） 武内

たけうち

 将

まさ

仁

ひと

 

ジョブコーチジョブコーチジョブコーチジョブコーチ    

図図図図１１１１        雇用支援雇用支援雇用支援雇用支援センターとジョブコーチのセンターとジョブコーチのセンターとジョブコーチのセンターとジョブコーチの役割役割役割役割    
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 トレーニングの担当者と、ジョブコーチ支援担当者は、同じ支援者が担当することが望

ましいのだが、現実的には別々の支援者が担当することがほとんどである。以下では、雇

用支援センターでのトレーニングから、就職後のジョブコーチによる支援までの過程を、

A さんの事例を通して紹介する。 なお、Ａさんの事例については、実際に雇用支援セン

ターを利用して就労された方の事例を基に、一部を改変したものとなっている。 

  

  

２２２２．．．．AAAA さんのさんのさんのさんの事例事例事例事例    

◆◆◆◆雇用支援雇用支援雇用支援雇用支援センターにセンターにセンターにセンターに通所通所通所通所するまでするまでするまでするまで    

（（（（１１１１））））AAAA さんについてさんについてさんについてさんについて    

 A さんは、知的障害のある３０代の男性である。 

高等学校卒業後、ボランティアや短時間のバイトを経て、福祉施設の清掃業務でフルタ

イムの就職を果たした。最初の数年は順調に働くことができたが、職場を担当する同僚が

変わってから、「仕事がおそい」「真面目にやってない」などの指摘を繰り返しうけるよう

になり、仕事への意欲を失っていった。ある日、いつものように「仕事が遅い」と言われ

た A さんは、「もうやってられんわ」と大声を出して掃除道具を投げ出し、帰ってしまっ

た。その当時の Aさんの支援者が調整しようとしたが、結局そのまま離職することとなっ

た。 

その後、再度の就労を目指して、当センターの利用を開始した。体を動かすことが得意

で、荷物運びや、清掃業務での就職を希望された。 

 

◆◆◆◆雇用支援雇用支援雇用支援雇用支援センターにおけるトレーニングセンターにおけるトレーニングセンターにおけるトレーニングセンターにおけるトレーニング    

（（（（１１１１））））雇用支援雇用支援雇用支援雇用支援センターでのトレーニングセンターでのトレーニングセンターでのトレーニングセンターでのトレーニング時時時時のののの様子様子様子様子    

 A さんは、毎日休まずトレーニングに参加した。どの作業でも選り好みすることなく、

プログラムに取り組むことができていた。 

その一方で、軽作業や清掃作業中に、動きが遅くなる、もしくはほぼ止まってしまうな

ど、作業が一向にすすまないことがあった。当初は、「体調の不良の日もあるだろう」と

支援者は考えたが、次第にこのような状態がみられることが多くなった。支援者が声をか

けると反応はあるのだが、手が止まっていることを指摘しても、「ずっと作業をしていた」

と A さんには作業が止まっている自覚がないようであった。 

 

（（（（２２２２））））時間時間時間時間のののの自己管理自己管理自己管理自己管理プログラムプログラムプログラムプログラム    

 そこで、A さん自身に自分の作業状況を知ってもらうために、時間の自己管理プログラ

ムを導入した。 

 方法は、A さんの希望している清掃業務を想定し、トイレ清掃、廊下清掃、手摺清掃の

各作業時間を自分で計り、「業務日報」（次ページ 図２）に記入していくというものであ

った。当初は、A さんの腕時計で時間を計ってもらった。しかし、時間を読むことはでき

ても、どのくらい時間が経過したかの計算が難しいことがわかった。そこで、時間の計測

方法をストップウォッチに変更し、時間をそのまま記入する方法に変更した。この方法に

取り組んでいる最中に、前職でも似たような日報をつけていたが、作業の開始時間と終了

時間のみを書いていたため、作業の速度がわからない状態であったことがわかった。その

ため、同僚や上司から「遅い」と言われても納得できず、腹がたったとのことであった。 

この方法を繰り返していくうちに、作業時間は次第に短縮し、作業が止まる場面はほと

んど見られなくなった。支援者は、「遅い」「早い」という指摘はせずに、「今日は昨日と



ＫＳＫＱ（障害者事業団だより 特別号） 第３種郵便物認可 通巻 7522 号 2013 年 2 月 27 日発行 

 10 

 

比べてどうだった？」など、A さん自身

による評価を促した。 

慣れてきた段階で、記録用紙にその日の

イレギュラーな出来事（午前中洗剤が足り

なかった、トイレの利用があり清掃を中断

した、など）を記入する欄を設け、自分で

作業の遅い、または早い原因の分析を行う

練習を取り入れた。最終的には、職員に対

して「○○の理由で今日は少し遅かったで

す」などの報告ができるようになり、「これ

（記録用紙）があるほうがいい」と感想を

述べるようになった。 

 

◆◆◆◆就職就職就職就職とジョブコーとジョブコーとジョブコーとジョブコーチチチチ支援支援支援支援    

（（（（１１１１））））清掃求人清掃求人清掃求人清掃求人でのでのでのでの就職就職就職就職    

 A さんは、家の近くの B 社オフィスビルの清掃業務での就職がきまり、A さん、会社双

方の希望により、ジョブコーチによる支援が行われることになった。 

 ジョブコーチ支援に当たっては、A さんと担当のジョブコーチ、雇用支援センターの支

援者で、A さんの得意なこと、不得意なこと、時間管理のプログラムを行っていることな

どを確認した。また、B 社にも、A さんの得意なこと、苦手なこと、配慮をいただきたい

ことについて説明を行った。 

 清掃に用いる道具が雇用支援センターと異なっており、最初は戸惑っていた A さんであ

ったが、ジョブコーチの計画的な指導により、仕事を覚えることができた。 

 

（（（（２２２２））））再再再再びびびび時間時間時間時間のののの自己管理自己管理自己管理自己管理をををを導入導入導入導入    

 順調に仕事を覚え、会社の人とも雑談を楽しむなど、順調に見えた A さんであったが、

作業時間に大きなばらつきが出てきた。A さんに確認しても、理由はわからないようであ

った。 

 そこで、ジョブコーチが、雇用支援センターの支援者と相談し、再び時間の自己管理の

ための日報を導入した。方法は、雇用支援センターで行っていた方法を参考に、B 社の業

務に合わせて記録用紙を作成し、時間の計測にはストップウォッチを利用した。業務日報

を導入する前には、ジョブコーチから B社の担当者に、業務日報の必要性と雇用支援セン

ターでの経緯を説明し、協力を依頼した。その結果、タイマーや記録用紙を置く場所の提

供、記録用紙が足りなくなった場合には印刷するなどの協力を得られることになった。 

業務日報の導入により、A さんの作業時間は安定した。Ａさんも「やっぱりこれがない

と」と時間の自己管理の必要を感じているようである。現在はより会社をきれいにするこ

とをめざして、業務に取り組んでいる。 

 

 

３３３３．．．．就労就労就労就労にににに活活活活かすためのトレーニングかすためのトレーニングかすためのトレーニングかすためのトレーニング、、、、トレーニングをトレーニングをトレーニングをトレーニングを活活活活かすためかすためかすためかすためのののの連携連携連携連携    

（（（（１１１１））））就労就労就労就労をををを見越見越見越見越したトレーニングしたトレーニングしたトレーニングしたトレーニング中中中中のののの支援支援支援支援    

本文の最初にもふれたが、雇用支援センターは一般就労を目指す障害者がトレーニング

する施設である。そのため、通所中から、就労先で必要とされる力が付くことを目指して

支援していく。トレーニング中に、練習のみでは改善しない課題がでてきた場合には、何

・・・・ 各作業各作業各作業各作業がががが終終終終わるごとにわるごとにわるごとにわるごとに、、、、時間時間時間時間をををを記録記録記録記録しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。

・・・・ 全全全全てのてのてのての作業作業作業作業がががが終終終終わったらわったらわったらわったら、、、、担当者担当者担当者担当者サインをしサインをしサインをしサインをし、、、、スタッフにスタッフにスタッフにスタッフに報告報告報告報告してサインをもらいましょうしてサインをもらいましょうしてサインをもらいましょうしてサインをもらいましょう。。。。

日付日付日付日付

担当者

サイン

スタッフ

サイン

月

　

　

日

業務日報業務日報業務日報業務日報

時　　　分　　　～　　　時　　　分（　　　　　分）

モップ

手すり

トイレ

ほうき

作業作業作業作業 かかったかかったかかったかかった時間時間時間時間

時　　　分　　　～　　　時　　　分（　　　　　分）

時　　　分　　　～　　　時　　　分（　　　　　分）

時　　　分　　　～　　　時　　　分（　　　　　分）

名前名前名前名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図 
図図図図２２２２        業業業業務日報務日報務日報務日報のののの書式書式書式書式    
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らかの手立てを行う。その際は、就労先でも活用できるものとなるよう、実際の職場をイ

メージしながら支援を組みたてていく。 

事例のケースでは、作業中手が止まる、そして、その自覚がないＡさんに対して、作業

時間を計って記録するという手立てを使用した。この際、人の力がたくさん必要な手立て、

たとえば「10分ごとに声をかける」という手立てを採用していれば、雇用支援センター内

では解決したとしても、この方法を活かせる職場は限られていたと思われる。 

 

（（（（２２２２））））トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング中中中中のののの情報情報情報情報をををを活活活活かしたジョブコーチかしたジョブコーチかしたジョブコーチかしたジョブコーチ支援支援支援支援    

 ジョブコーチは、障害者が就職したあとの支援を行う。支援開始前に職場環境と、障害

者双方の情報を得ておき、計画的に支援を行っていく。事前の情報が不足していると、そ

もそも本人にとって困難な職務の指導を続けることや、就職後のトラブルが起きた時や環

境の変化があった場合に不適切な対応をする危険につながる。 

 事例のケースでは、作業は覚えたが次第に作業時間が不安定になってきた状況に対して、

ジョブコーチは、事前に把握していた情報に基づき支援をおこなった。そのため、スムー

ズに対応することができ、Ａさん、Ｂ社ともに無理することなく解決することができた。

事前に情報を得ていなければ、手探りの状態からの支援となっていただけでなく、効果的

な支援を行えない支援者に対してＢ社は不信感を持ったかもしれない。 

 

（（（（３３３３））））まとめまとめまとめまとめ    

 事例のように、トレーニングで見つかった、有効な手立てを就労後も活かすためには、

①トレーニング場面から就労を見越した支援、手立てを行うこと、②本人の許可を得た上

で、得られた情報を本人、ジョブコーチ、会社と共有すること、③ジョブコーチがその情

報を最大限に活かしつつ、職場の環境に合わせて支援していくこと、が重要である。下の

図３のように、トレーニングと就労は別々の支援ではなく、連続した支援なのである。 

 

 

 

箕面市障害者雇用箕面市障害者雇用箕面市障害者雇用箕面市障害者雇用センターセンターセンターセンター    

（（（（トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング））））    

    

作業作業作業作業やややや清掃清掃清掃清掃のののの練習練習練習練習    

体力作体力作体力作体力作りりりり    

あいさつ・マナーあいさつ・マナーあいさつ・マナーあいさつ・マナー    

企業企業企業企業でのグループでのグループでのグループでのグループ作業作業作業作業    

企業企業企業企業でのでのでのでの実習実習実習実習    

    

    

    

就労先企業就労先企業就労先企業就労先企業    

企業 

ジョブコーチ 

  

情報情報情報情報のののの共有共有共有共有    

使使使使えるものはえるものはえるものはえるものは

持持持持ちこむちこむちこむちこむ    

個別課題個別課題個別課題個別課題へのへのへのへの手立手立手立手立てててて    個別課題個別課題個別課題個別課題へのへのへのへの手立手立手立手立てててて    

就職就職就職就職    

相談相談相談相談                        提案提案提案提案・・・・依頼依頼依頼依頼    

相談相談相談相談                        支援支援支援支援・・・・助言助言助言助言    

図図図図３３３３        トレーニングとジョブコーチのトレーニングとジョブコーチのトレーニングとジョブコーチのトレーニングとジョブコーチの連携連携連携連携をををを含含含含んだんだんだんだ役割役割役割役割    
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１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに    

 平成 21 年（2009 年）2 月 28 日発行の障害者事業団だより 特別号で、「職業的重度障

害者雇用の課題と展望 ～事業団の雇用現場から発信する～」と題して、箕面市立リサイ

クルセンターでのカン・ビン選別現場での日々の取り組みについて、てんかん性発作を伴

う知的障害のある職員（A 職員、37 歳：当時）を主に取り上げ、勤務開始当時 20 歳だっ

た A 職員が、加齢とともに視力の低下やそれに伴う動体視力の低下など、選別作業を行う

上での課題に対してのサポートの事例を紹介した。 

 今回は、そのほかの職員についても紹介したいと思う。 

 

２２２２．．．．リサイクルセンターでのリサイクルセンターでのリサイクルセンターでのリサイクルセンターでの選別作業選別作業選別作業選別作業    

 箕面市が資源ごみとして収集、また市民から持ち込まれたカン・ビンを再利用できる状

態にするため、ベルトコンベアに流し選別する作業である。具体的には、カンはカセット

ボンベや刃物などの危険

物や、カン以外の不純物

（タバコの吸殻など）を

取り除きアルミ缶とスチ

ール缶に分ける。ビンは

まず不純物（プラスチッ

ク製キャップやラベル、

栄養ドリンクのビンなど

についたままになってい

る再利用できるアルミキ

ャップなど）を取り除き、

その後白（透明）、茶色、

その他の色と 3 色に分け

る。その作業に 7 名の障

害者職員（知的障害者 7

名、平均年齢約 41歳）が

従事し、健常者の職員と

助け合いながら日々活躍している。 

 

３３３３．．．．状況状況状況状況    

 先にも述べたとおり、知的障害のある 7 名の障害者職員の平均年齢は約 41 歳で、平均

勤続年数は約 17 年である。障害ゆえの課題は採用時よりあったが、丁寧にアセスメント

を行ない、障害特性にあった作業方法や配置（担当する色とその順番）などを工夫し、ひ

とりひとりの職員が作業能力を十分に発揮できるようにした上で、それぞれが苦手を補い

職業的重度障害者雇用職業的重度障害者雇用職業的重度障害者雇用職業的重度障害者雇用におけるにおけるにおけるにおける高齢化高齢化高齢化高齢化へのサポートへのサポートへのサポートへのサポート    

～～～～事業団事業団事業団事業団のののの雇用現場雇用現場雇用現場雇用現場からからからから発信発信発信発信するするするする    第第第第２２２２弾弾弾弾～～～～    

事業課 野村

の む ら

 達也

た つ や

 

破

袋

コ

ン

ベ

ア

 
 

選別コンベア 

異

物

除

去 

白（透明） 茶色 その他 

色別に選別 

《ビン選別作業 略図》 
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合い、現場全体としてバランスよく作業を行ってきた。しかし継続していく中で、A 職員

同様、加齢にともなう体力的・身体的な変化や、障害特性によるこだわりの変化（強くな

る、こだわり自体がより深まっていく）などにより、徐々に個別の課題が増え、これに職

場全体として取り組むこととなった。 

 平成 5年（1993 年）の事業開始当時のアセスメントにより、ある程度固定してきた作業

配置を、それぞれの職員の現状を把握しなおし、またあらたな可能性を探るため、平成 19

年（2007 年）ごろから平成 22 年（2010 年）にかけて（全体を一気にではなく、ひとりひ

とりの職員について順番に）、それぞれの作業方法や配置などを変更しながら、あらため

てアセスメントを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４４４．．．．事例事例事例事例    

（（（（１１１１））））こだわりへのこだわりへのこだわりへのこだわりへの対応対応対応対応    

    ①①①①    課題課題課題課題    

 自閉症ゆえの特性から、例えば歩く道順などにこだわり、時には納得いくまで同じとこ

ろを何度も往復（半日繰り返したこともある）するなど、何に対しても本当にこだわりの

強いＢ職員（41歳：取り組み開始時 38 歳）。ビン選別作業では白（透明）の流れの先頭で、

主に原型を留めたビン（仕組み上、ベルトコンベアの下流に行くほど、割れて細かくなっ

たかけら状になる）を選別していた。色の判別やビンを掴み投げることなど、基本動作に

は課題は少なく、体力もあるためもくもくと作業ができていた。 

◆ビン選別作業の様子（後ろから） 

横や後ろに置いている備品の位置

や種類は、個々が作業しやすいよう

に工夫している。 

◆ビン選別作業の様子 

写真下から上に向かってベルトコンベ

ア上をビンが流れており、職員が横一列

に並び、担当する色のビンを前（写真左）

の投入口に投げ入れる。 
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しかし、同じ位置で長年続けてきたため、原型のビンを掴んだ際に投入口の角へ向かっ

て投げ、ビンが割れるのを見ることに対して非常に強くこだわるようになっていった。そ

して、その割れたかけらが周りに飛び散るため、Ｂ職員はもちろん、周りで作業する職員

にとっても危険であり、改善に向けて取り組みをはじめた。 

 ②②②②    工夫工夫工夫工夫そのそのそのその１１１１    

 左下写真の○印の部分に当て、割れたかけらが広範囲に飛び散るため、右下写真（イメ

ージ）のように張り紙をして様子を見た。しかし、今度はその張り紙にビンを当てて剥が

すことにこだわるようになり、うまくいかなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ③③③③    工夫工夫工夫工夫そのそのそのその２２２２    

 次に、原型を留めたビンを投げ当てることのないよう、配置を白（透明）の先頭から、

投入口の角から離れた２番手、３番手と徐々に流れの下流へ移動したが、たまに流れてく

る原型ビンを離れた位置からでも投げ当てることが続いたため、一番遠い白（透明）の最

後尾で作業をしてもらった。最後尾では原型ビンは流れることはなく、細かいかけら状の

ビンの選別で難易度は上がるが、作業の基本的なスキルは高く、細かいかけら状のビンも

問題なく選別でき、当初はその位置での作業に問題はなかった。 

 しかし、まだ原型ビンへのこだわりが強く、次第に担当ではない茶色やその他色の原型

ビン（白（透明）⇒茶色⇒その他の順で選別していくため、最後尾でも茶色、その他の原

型ビンは流れてくる）全てに触れ、その後白（透明）のかけらを選別するようになり、担

当するビンがしっかりと取れなくなっていった。 

 ④④④④    工夫工夫工夫工夫そのそのそのその３３３３    

 今度は、固定してきた担当する色にとらわれず、より下流の茶色先頭⇒２番手・・・と

徐々に移動し、その他先頭までの色々な位置で、課題となる行動が少なく、こだわりと作

業のバランスが取れる位置を探ってみた。しかし、長年選別してきた色が変わることは、

まったく別の作業に変わるようなもので、とても影響が大きく、変更自体に対応できない

ことも考えられた。そのため、この取り組みにおいては横で作業する職員を固定（通常サ

ポートする職員は、ローテーションで色々な位置を担当している）し、複数が関わること

による指示の差など、作業以外のストレスがなるべく少なくなるよう工夫した。 

⑤⑤⑤⑤    結果結果結果結果    

 色や作業位置の変化には、時間をかけてしっかりと取り組むことで、問題なく選別を行

うことができた。このことから、これまではこだわりが強い＝変化に弱いと、共に働く職

員は考えていたのだが、見通しをしっかり立てて行うことで、対応ができることがわかっ

た。さらに、作業位置を固定すると、その位置その位置でのこだわりを持つようになるた

め、Ｂ職員の場合は作業位置を固定せずローテーションすることでこだわりをコントロー

ルできる（作業の課題となる行動が出にくい）こともわかった。そして現在は、その日そ
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の日で、場合によっては時間ごとに作業位置をローテーションすることで、気持ちが切り

替わり、集中して作業を行いやすくなっている。 

今後の課題としては、働き続けるための体力と健康の維持、また、不安なことがあった

際に気持ちをコントロールする方法を身につけていくことがあげられる。 

 

（（（（２２２２））））現在取現在取現在取現在取りりりり組組組組みみみみ中中中中のののの課題課題課題課題についてについてについてについて    

①①①①    集中力集中力集中力集中力のののの継続継続継続継続    

 作業スキルに課題は少ないが、集中力に課題があるＣ職員（42 歳：取り組み開始時 40

歳）。色々な配置での作業にもすぐ対応し、茶色担当後半で主に健常者の職員が行ってき

た２種取り（茶色を選別しながら、白（透明）の担当で選別しきれなかったものも合わせ

て行う）が可能となった。さらに、その他色の選別も行う３種取りなど、かなり複雑な作

業も行ってもらうことで、集中力を保てる環境作りもおこなっている。 

②②②②    モチベーションのモチベーションのモチベーションのモチベーションの維持維持維持維持    

 採用時から茶色の中盤３番手を担当してきたが、徐々に細かいかけら状のビンが選別し

にくくなってきていた D職員（42 歳：取り組み開始時 39 歳）。担当している作業は熟練し

ていたものの、勤続年数を重ねる中で、仕事へのモチベーションを保つことが課題となっ

た。 

 モチベーションを保つために、新たな作業にも挑戦してもらおうと茶色の上流に移動し

て作業したところ、選別するビンがより大きくなるので、しっかりと作業を行えた。また

異物除去の担当をしてもらったところ、ビンの色別の選別とは異なるため、とても意欲的

に取り組むことができた。しかし、選別する色の変更を試みた際は、「わかりにくい」や

「難しい」とのことで、違う色のビンの選別作業への変更には対応できなかった。 

    ③③③③    作業速度作業速度作業速度作業速度    

 茶色担当の１番手や２番手で、主に原型ビンを選別していたＥ職員（41歳：取り組み開

始時 37 歳）であるが、作業スピードに課題があった。 

 白（透明）の担当のみ色の判別ができず対応できなかったが、茶色の上流から中盤にか

けてやその他色では、色を間違えることなく正確に選別できた。また、異物除去の担当で

も、正確に異物のみを選別できていた。しかし、どの位置での作業に変わっても作業スピ

ードについては変化がなかった。 

 

５５５５．．．．まとめまとめまとめまとめ    

 箕面市立リサイクルセンターでのカン・ビン選別の事業開始から、平成 25 年 1 月で丸

20 年をむかえた。当初から働いている職員が多く、様々な課題はありながらも、日々色々

な工夫をしながら業務を行っている。しかし、徐々に加齢等に伴う課題が増えてきている

のが現状である。 

 今回ご紹介した取り組みは、個々の課題や適性を把握しなおすことで、課題の解決に向

けた取り組みも行いながら、それぞれのよりよい配置の組み合わせを探ったり、職場全体

のレベルアップに繋げたいと始めた。現在は取り組みをもとに、その日の体調やモチベー

ションを見ながら、ローテーションで色々な配置で作業する職員、ひとつの配置で継続し

て作業する職員と、それぞれにあった作業を組み合わせて行っている。 

 

 現時点では途中経過のような形になってしまうが、今後も継続して取り組んでいく中で、

これからもその内容を発信していきたいと思う。 
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１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに～～～～ライプラまつりとはライプラまつりとはライプラまつりとはライプラまつりとは～～～～    

 御存知の方も多いと思いますが、箕面市には、総合保健福祉センター・みのおライフプ

ラザ（通称・ライプラ）という施設があります。この施設は、「地域住民をはじめ、市民

に気軽に立ち寄ってもらえる開かれた場所」、「箕面市をはじめ、複数の組織（団体）が共

同して参画、運営する、様々な世代・立場の住民の交流の場」をコンセプトに、平成 8 年

7 月に開設されました。箕面市民の健康診断や乳幼児健診等が行われており、特に 1 階の

アトリウムは「ライプラひろば」と称され、世代を越え、赤ちゃんからお年寄りまでの方々

にゆっくりと寛いでもらえる場所となっています。 

 このライプラを活性化させる目的で、毎年夏と冬に、実行委員会形式で開催しているの

が、『ライプラまつり』です。 

 

 

２２２２．．．．平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度（（（（2011201120112011 年度年度年度年度））））のライプラまつりのライプラまつりのライプラまつりのライプラまつり    

    私がライプラまつりに関わり始めたのは、平成 23 年（2011 年）度でした。この年、私

は事業団に就職したばかりで、まだ右も左も分からない状況でしたが、ライプラまつり実

行委員に任命され、実行委員会に出席することとなりました。 

 これまで、イベントの企画、運営は経験がありましたが、新しい場所、しかもまだ就職

したての、何も分からない状況でのイベント企画、運営ということで、わずかばかりの不

安を抱えつつ、昨年度まで実行委員をしていた T 職員と一緒に、実行委員会に出席しまし

た。 

 平成 23 年（2011 年）度のライプラまつり実行委員会は、ライプラ内に事務所、若しく

は店舗を構えている 4 団体、箕面市（健康福祉政策課）、社会福祉法人あかつき福祉会、

豊能障害者労働センター（福祉ショップゆっくり）、事業団（喫茶るうぷと、アートショ

ップグリーンるうぷ）で形成されており、この実行委員会でライプラまつりを運営してい

くこととなりました。 

 

①①①①    ライプラライプラライプラライプラ夏夏夏夏まつりまつりまつりまつり 2011201120112011～～～～半数半数半数半数がががが初心者初心者初心者初心者のののの実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会？～？～？～？～    

 いざ、実行委員会が始まると、大変なことが発覚しました。私はもちろん、健康福祉政

策課からの実行委員も初めての方だったのです。理由は簡単、前年度までの担当者が人事

異動したためでした。しかし、迷っていても仕方がないので、昨年度も実行委員だった福

祉ショップゆっくりの N さんと I さん、あかつき福祉会の S さん、そして、同行してもら

ったT職員から前回の様子を聞きながら、委員会を進めることにしました。しかしながら、

経験のない物事というのはなかなかイメージしづらいものです。少し戸惑いながら話を聞

いていると、あれよあれよという間に、いつの間にか実行委員長になっていました（通例

として、事業団からの実行委員が委員長になるそうです…）。こうなれば、もうやるしか

ありません。これまでの経験をフルに活用し、「これまで以上のライプラまつりを！」と

心に決め、実践していくことにしました。 

ライプラまつりにおけるライプラまつりにおけるライプラまつりにおけるライプラまつりにおける「「「「みのおライフプラザみのおライフプラザみのおライフプラザみのおライフプラザ」」」」活活活活

性化性化性化性化へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

 総務課 兼 事業課 濵元

はまもと

 信孝

のぶたか
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 そこで、取組んだのは、昨年度の夏まつりの課題として挙げられていた、夏まつり当日

の設営、保安、撤収に係る人手不足の解消です。実行委員や、ライプラで働く箕面市職員

のお手伝いだけでは設営、撤収に時間がかかり過ぎてしまいますし、会場の保安、特に駐

輪場の警備にかかる人手が足りません。そのため、例年、箕面市内外の障害者団体がメイ

ンである各出店団体から 1 名ほど人員をお借りするのですが、毎年なかなか集まらないと

のこと。そこで、拡大実行委員会を行うことにしました。 

これは、今まで出店団体の決定後、FAX や電話のみで出店方法などの説明を行っていた

のを、各出店団体の責任者に集まってもらって、拡大版の実行委員会として開催するとい

うものです。こうすることによって、実行委員、出店団体お互いの「顔」を知ることがで

きるとともに、こちら側が伝えたい部分を書面以上に強調できるという利点があります。

また逆に、出店団体がどんなことを実行委員会に求めているのかも知ることができます。 

実際に拡大実行委員会を開催すると、お忙しい中、ほとんどの出店団体責任者の方が集

まってくださり、貴重なご意見を伺うことができましたし、箕面にはどのような障害者関

係施設があって、どのように連携しているのかということも知ることができたので、実行

委員長としても、また、事業団職員としても知識を深めることができました。 

これだけではなく、例年通り、出演団体への依頼、箕面市民向けの PR、会場の保安関

係の調整、などなど、通常のイベントに係る事柄も実行委員会の回を重ねるごとに議論し、

実行委員が一丸となってライプラ夏まつりの成功に向けての準備が着々と進んでいきま

した。また、嬉しいことに、ライプラ夏まつりの前日に箕面市のコミュニティーラジオ局、

みのおエフエムの朝の生放送番組にも出演させていただき、PR させていただくことがで

きました。 

そして、いざライプラ夏まつり本番。心配していた梅雨も明け、昼頃にパラッと雨は降

ったものの、すぐに晴れて天候も問題なし。不安ながらもできることは全てやりつくした

という思いで開会。すると、あっという間にたくさんのお客様で会場が埋め尽くされまし

た。そして、心配していた設営、保安、撤収に係る人手も、拡大実行委員会を行ったため

か、余るくらいの人が来てくださり、スムーズな運営を行うことができました。ひとえに、

皆様への感謝の念を思いつつ、半分初心者の実行委員で初めて手がけたライプラ夏まつり

は、盛況のうちに幕を閉じました。 

 

②②②②    ライプラライプラライプラライプラ冬冬冬冬まつりまつりまつりまつり 2011201120112011～～～～夏夏夏夏まつりのまつりのまつりのまつりの教訓教訓教訓教訓をををを活活活活かしてかしてかしてかして～～～～    

    ライプラ夏まつりが終わると、すぐにライプラ冬まつりの準備に入ります。冬まつりは

引き続き、同じ顔ぶれの実行委員で運営を行うのですが、昨年度の委員から、冬まつりは

夏まつりとは違い、来客数が大変少ないために、出店を希望する団体も少なく、例年ライ

プラ内で店舗を運営している所で模擬店を出店していること、また、ライプラアトリウム

内のみで行うので、規模は小さくなることなどを聞かされました。しかし、夏まつりの光

景で味を占めてしまった私は、夏まつりまでとはいかないものの、何とかたくさんのお客

様にきていただくことはできないものかと考えました。 

 そのためには、まず安全の確保が最優先と考えました。実は、これまでのライプラまつ

りは小規模なものであったためにイベント保険をかけていませんでした。もちろん、ライ

プラ夏まつり 2011 に関しても同様です。そこで、箕面市社会福祉協議会で取り扱ってい

るイベント保険に加入することにしました。また、今回のみならず、今後はまつりの度に

保険に加入することを実行委員会で確認しました。 

 次に考えたのは、ステージイベントです。ライプラ夏まつり 2011 では、出演団体 5 団

体のうち、1 団体のみが障害者団体でした。箕面市内には、この 1 団体のほかにも、ステ

ージイベントができる団体があることや、実行委員からも、障害を持っている方々に少し

でも多くの発表の場を提供しようという意見が出されたことなどを考え、出演団体の半分



ＫＳＫＱ（障害者事業団だより 特別号） 第３種郵便物認可 通巻 7522 号 2013 年 2 月 27 日発行 

 18 

 

ほどを障害者団体にすることとなりました。また、障害を持つ方々がステージに立つ様子

を市民の方々に見ていただくことで、少しでも障がいの理解に繋げることができないかと

いう思いもありました。そこで、実行委員の福祉ショップゆっくりに依頼して、ステージ

発表のできる（若しくはステージ発表をしたい）障害者団体をピックアップしてもらい、

オファーをすることにしました。すると、3 団体が快諾してくださいました。最終的に出

演団体は 4 団体となったため、なんと半数以上が障害者団体になり、実行委員会が予想し

た以上の成果となりました。 

 もちろん、その他の点も抜かりなく、ライプラ夏まつりの教訓も生かしながら、実行委

員会を重ね、冬まつりとしてはこれまでにないほど盛況ぶりで、平成 23 年度のライプラ

まつりを締めくくることができました。 

 

 

３３３３．．．．平成平成平成平成 2222４４４４年度年度年度年度（（（（2012201220122012 年度年度年度年度））））のライプラまつりのライプラまつりのライプラまつりのライプラまつり    

 年度が明けて、平成 24 年度。引き続き、私はライプラまつり実行委員となりました。

他の実行委員の顔ぶれはといいますと、社会福祉法人あかつき福祉会のライプラ事務所が、

あかつき本部に移転になったことにより、あかつきからの実行委員がいなくなりました。

しかしながら、引き続き、箕面市、豊能障害者労働センター、事業団、さらに、これまで

ライプラまつりで音響関係を担当してくださっているあひるの会の Y さんをアドバイザ

ーとして迎えました。この Y さん、箕面市の都市計画審議会委員や社会教育委員会議委員

をされており、数多くのイベントへの参画実績があるため、外部識者としての観点から意

見をいただくという体制が整いました。 

 

①①①①    ライプラライプラライプラライプラ夏夏夏夏まつりまつりまつりまつり 2012201220122012～～～～おおおお金金金金のののの要要要要らないイベントらないイベントらないイベントらないイベント運営運営運営運営はないはないはないはない～～～～    

 ライプラ夏まつり 2012 の目標は、運営資金をいかに捻出するかということでした。今

回に限らず、ライプラまつりは大変少額の資金で運営をおこなってきました。しかし、今

後のことを考えると、苦しくなってくるのは目に見えています。これまで出演団体にはお

茶やクッキーなどの薄謝で出演をお願いしていたのですが、出演団体の出演意欲や、ステ

ージ内容の質を上げ、多くの集客を得るためには、謝金をお支払いすることが必要になり

ます。また、イベント保険も加入することになりましたし、今はまだ使えているライプラ

の備品も、もし壊れてしまったら…。箕面市からは、備品の買い替えも含め、資金提供は

ありません。逆に収入は、各出店団体からの出店料と、特定の団体からのカンパのみです。

収支は毎年ギリギリの状態でした。 

 そこで、出店料を値上げすることにしました。これまでは、各店舗で同額の出店料をい

ただいていたのですが、まず、基本料金を定めて、それに追加して貸し出す机 1 本当たり

のスペースにつき所定の料金をいただくこととしました。そうすることによって、昨年の

約 1.5 倍の収入が入り、出演団体への謝金や、イベント保険料もカバーすることができる

ようになりました。 

 夏まつり当日は生憎の雨で、野外イベントや模擬店を屋内にシフトして行う、通称「雨

天バージョン」での開催となりましたが、それにも関わらず、多くのお客様に来ていただ

くことができました。 

    

②②②②    ライプラライプラライプラライプラ冬冬冬冬まつりまつりまつりまつり 2012201220122012～～～～地域地域地域地域とのとのとのとの繋繋繋繋がりをがりをがりをがりを大切大切大切大切にににに～～～～    

    そして、直近で行われた、ライプラ冬まつり 2012。ライプラ夏まつり 2012 で収入を増

やすことができたものの、充分な繰越額はできないまま、冬まつり準備シーズンを迎えま

した。 

先述のとおり、冬まつりは対外的な出店団体募集は行わないことになっていましたが、

昨年度の冬まつりの集客数、そして、雨天バージョンで行った夏まつりのイメージもあり、
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現在の冬まつりの出店団体にあと 5団体程度追加してもアトリウムのキャパシティに収ま

るような様子でしたので、先着順での募集を行うことにしました。また、これまで冬まつ

りでは出店料をいただいていませんでしたが、出店団体も増えるので、前回の夏まつりと

同等の出店料をいただくことにしました。 

さらに、以前から議題には上っていたものの、なかなか実現できなかった、地域の事業

所への協賛依頼を行うことにしました。地域の事業所に協賛をしてもらうことで、実行委

員会としては運営資金を得ることができますし、地域との繋がりを強くすることで宣伝効

果も併せて期待することができます。また、地域の事業所にとっては、ライプラ周辺地域

からのイベント参加者に向けて効果的な宣伝ができるという、お互い Win-Win の関係を

作ることができます。これを目的にして、実行委員でライプラ周辺の事業所を回り、5 事

業所の協賛を得ることができました。 

様々な人たちに支えられ、そして、ライプラまつりが徐々に進歩していっていることを

実感することができたライプラ冬まつり 2012 でした。 

 

○○○○ライプラライプラライプラライプラ冬冬冬冬まつりまつりまつりまつり 2012201220122012 のののの様子様子様子様子    

 

 

 

 

 

  

 

 

※※※※会場会場会場会場のののの雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気                        ※※※※ステージイベントステージイベントステージイベントステージイベント                ※※※※模擬店模擬店模擬店模擬店のののの様子様子様子様子    

 

 

４４４４．．．．おわりにおわりにおわりにおわりに    

 2 年間を通して運営してきたライプラまつりですが、徐々に様々な事柄が一連の流れと

なって固まってきたような雰囲気があります。また、集客についても年々伸びてきており、

年を重ねるごとに、徐々に地域に根付いてきたのかなという思いもあります。 

 障害のある人とない人が一緒になって販売する模擬店には、地域の子どもたちの長い列

ができる。また、ステージでは、自分たちの思いや技術を発表する場として、障害のある

方々が歌ったり、ダンスをしたりする。さらに、準備段階では、ライプラ周辺の住宅地に

出向き、チラシのポスティングをしてくれている障害者の方々がいる。まさに、ライプラ

のコンセプトである「様々な世代・立場の住民の交流の場」が具現化されたようなイベン

ト、それがライプラまつりではないかと思います。 

まだまだ課題はあるのですが、今後のライプラまつりを運営していく中で少しずつ減ら

し、いかにしてライプラまつりの質を向上させ、ライプラ活性化に少しでも繋がるように

実行委員一同、努力していきたいと思っています。 

 この事業団だよりをお読みくださっている皆様も、ぜひ来年度のライプラ夏まつり・冬

まつりにお越しになってみませんか？きっと満足していただけるような企画を携えて、皆

様のご来場をお待ちしております！ 

あ、もちろん、ライプラまつりだけではなく、普段のライプラにたくさんの人が集まっ

てもらい、交流していただくことがより一層のライプラ活性化に繋がりますので、ぜひと

も、みのおライフプラザへお越しくださいませ！！ 
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 平成 18 年(2006 年)12 月に国連で採択された「国連障害者の権利条約」は、障害の

ある人の基本的人権を促進・保護すること、固有の尊厳の尊重を促進することを目的

とした国際的原則です。日本は平成 19 年(2007 年)9 月に国連において署名をしました

が、批准については現在まだおこなっていません。これは、日本としては、条約の内

容には同意したが、国会承認等がまだで、条約は発動されていないということです。

この批准に向けて、現在、日本国の障害者に関する関係法律の整備が順次進められて

いるようです。 

 

まず、障害者基本法の一部を改正する法律が平成 23 年(2011 年)8 月に施行されまし

た。これは、障害のある人に関係する一番大切な法律で、障害のある人の法律や制度

について基本的な考え方を示しています。今回の改正で大きく変わった点は、全ての

人が人権を持っているという考え方に基づいて、障害があってもなくても分けられず、

一人ひとりを大切にする社会(共生社会)をつくることをめざすようになったことです。 

 

そして、平成 24 年(2012 年)6 月には障害者総合支援法が公布されました。これは、

障害者自立支援法にかわって障害者福祉のしくみを新しくするための法律です。ここ

には、障害者施策推進会議総合福祉部会が骨格提言をした内容に関わる事項について、

3 年後を目途に検討する規定が盛り込まれています。 

 

また、障害者虐待防止法については、平成 23 年(2011 年)6 月に公布されており、そ

の内容は障害者への虐待の禁止等により虐待を防止し、また障害者の養護者に対する

支援策を促進するものとしています。具体的には、養護者・福祉施設従事者等・使用

者によるものとし、内容を、身体的・ネグレクト・心理的・性的・経済的と定義して

います。この障害者虐待対応の窓口等としては、「市町村障害者虐待防止センター」・「都

道府県障害者権利擁護センター」が設置されています。 

 

残る障害者差別禁止法については、日本では法制化がまだされておらず、現在、障

害者政策委員会の差別禁止部会が平成 25 年(2013 年)法制化に向けて意見を出してい

る段階です。今後の権利条約の批准に向けた流れに注目していきたいと思います。 

                       (は) 
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